
引越し手続き54のチェックリスト
□ NHKの受信料 ウェブサイトからすみやかに。

□ ペットの登録事項変更届 市区町村窓口か保健所で。

チェック 手続き内容 備考

□ 新居の契約・入居準備 旧居の解約予告と同時進行で。 チェック 手続き内容 備考

□ 引越し業者の手配（見積もり・契約） 慌てずにしっかりと。繁忙期の ”引越し難民” に注意。 □ 旧居でガス閉栓の立ち合い 閉栓後の利用不可。

□ 駐車場・駐輪場の解約と契約 解約と確保は同時進行で。 □ 旧居の明け渡し 管理会社や大家さん立ち合いの場合あり。

□ 新居で電気が使えることの確認 引越し後、夜を迎える前にすみやかに確認。

□ 新居でガスの開栓 ガス会社の開栓作業が必要。

□ 新居で水道の開栓 自分で開栓。蛇口をひねって確認。

チェック 手続き内容 備考

チェック 手続き内容 備考 □ 転入届の提出 引越しから14日以内。『転出証明書』を持参。

□ インターネット回線の移転手続き プロバイダーへ連絡し、開通工事を手配。 □ 転居届の提出 引越しから14日以内。

□ 電話回線の移転手続き 116へ連絡、またはウェブサイトで申し込み。 □ マイナンバーの住所変更 引越しから14日以内。

□ 不用品や粗大ごみの処分 6つの処分方法を参考に早めの行動を。 □ 印鑑登録 期限の定めなし。この機会に済ませると後の手間が減る。

□ 火災保険・地震保険の契約変更 住居形態の変更で保険の見直しあり。 □ 国民年金の住所変更 引越しから14日以内。

□ 国民健康保険の住所変更 引越しから14日以内。

□ 妊婦検診の補助券 『補助診察券』の確認を。市区町村によって扱いが異なる。

□ 保育園・幼稚園の登園等確認 初登園日、登園時間、園バスの時間やルートなど確認。

チェック 手続き内容 備考

□ 転出届の提出 異なる市区町村へ引越す場合。『転出届証明書』を受け取る。

□ 転居届の提出 同じ市区町村内の場合、引越し後14日以内に提出。 □ 介護保険の住所変更 介護保険は市区町村管轄。介護認定の引継ぎあり。

□ 国民健康保険の資格喪失 国民健康保険の加入者で異なる市区町村へ引越す場合。 □ ペットの登録事項変更届 市区町村窓口か、保健所へ『鑑札』『注射済票』とともに提出。

□ 印鑑登録の抹消 印鑑登録をしている人で異なる市区町村へ引越す場合。 □ 原付バイク（125㏄以下）の登録 引越し先の市区町村窓口へ『廃車証明書』を提出。

□ 運転免許証の住所変更 警察署、運転免許センターなどで手続き。

□ 介護保険被保険者証の返納 介護保険は市区町村管轄。介護認定も引き継げる。

□ 原付バイク（125㏄以下）の廃車 ナンバープレートを返納し、『廃車証明書』を受け取る。 □ 軽自動車の住所変更 15日以内に管轄の軽自動車検査協会などで手続き。

□ 電気の使用移転 電話やウェブサイトから手続き。 □ 金融機関の住所変更 利用しない口座であれば引越しを機会に解約手続きを。

□ ガスの使用移転 電話やウェブサイトから。早めにガスの閉栓を依頼を。 □ クレジットカードの住所変更 必ず住所変更を。更新時期を迎えた新しいカードが届かない。

□ 水道の使用移転 電話やウェブサイトから手続き。 □ 職場での住所変更手続き 年金、健康保険、通勤方法など。社内担当者に手続き依頼を。

□ 郵便局へ転居届を提出 転居後、一年間、旧住所へ届いた郵便物の転送サービスあり。 □ 住宅の火災保険・地震保険 新居で保険を必要としない場合、解約は引越し後に。

□ 携帯電話やスマートフォンの住所変更 ウェブサイトからすみやかに。 □ 通販サイトのお届け先変更 ”お届け先” の変更を。

□ 新聞・雑誌の定期購読 月刊誌や季刊誌も忘れずに。 □ パスポートの住所変更 氏名や本籍地に変更なければ手続きは不要。

□ 食材宅配や化粧品などの定期配達 ”お届け先” の変更を。
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●すぐにすること

●2週間前まで

□

解約予告期間を確認。
管理会社や大家さんへ連絡し、解約の申し入れ。

□ 保育園・幼稚園の転園
受け入れ先がお子さんにあっているかどうか、
受け入れ先があるかどうかを早めに確認。

□ 学校の転校
引越しが決まったら、すぐに担任の先生に知らせる。
学校から『在学証明書』と『教科書給与証明書』を受け取る。

□ 賃貸物件の解約

衛星放送・CS放送・ケーブルテレビな
どの契約変更

契約内容の変更。機器の取り外し、取り付けが必要。
引越し先によっては視聴できない地域あり。

□ 児童手当の受給
『児童手当受給事由消滅届』を提出。
『所得課税証明書』を受け取る。

●1週間前まで

●引越し当日

□ 自動車の住所変更
15日以内に管轄の運輸支局などで手続き。
警察署で『車庫証明』の取得が必要。

転入予定の学校に確認。　公立校は『入学通知書』、
『在学証明書』、『教科書給与証明書』を学校へ提出。

学校の転入手続き□

引越しから15日以内。『所得課税証明書』や印鑑など必要。
スムーズな受給のためにも早めの手続きを。

児童手当の住所変更□

●引越してから1～2週間以内に


